
　　　注：本表に於ける採択条件は，
　　　　　すべて，「かつ」条件である。

農業水利施設ストックマネジメント対策関連事業概念図　

国営造成施設 県営造成施設 団体営造成施設
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国営造成水利施設保全対策 
  指導事業（国）【国費100%】 

県営水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）（県） 
・A=１００ｈａ以上/施設  【50%,25%,25%】 

団体営水利施設整備事業（地域農業水利施設保全型） 
（土地改良区等） 
・A=１００ｈａ以上/施設 【50%,15%,35%】【（過疎等）55%,15%,30%】 

国営かんがい排水事業（施設整備）（国） 
国営施設機能保全事業（国） 

・A=３，０００ｈａ以上/地区 
・１０億円以上/地区 
【67%,17%,6%,10%】 

県営水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）（県） 
 
◎ 法律補助及び予算補助 
・A=１００ｈａ以上/施設  ・５千万円以上/地区 
 【50%,25%,25%】 
※１：１施設あたり事業がおおむね１億円未満の場合は， 
    予算補助事業を選択することができる。 

※２：早急に事業化する必要がある場合は， 
    予算補助事業を選択することができる。 

団体営水利施設整備事業（地域農業水利施設保全型） 
（土地改良区等） 
 
◎法律補助及び予算補助 
・Ａ＝１００ｈａ以上/施設（国補助で機能診断した場合） 
・Ａ＝１０ｈａ以上/地区（国補助以外で機能診断した場合） 
・３千万円以上/地区     ・２００万円以上/１施設 
 【50%,15%,35%】【（過疎等）55%,15%,30%】 

団体営水利施設整備事業（基幹水利施設保全型）（土地改良区等） 

・Ａ＝１００ｈａ以上/施設  ・３千万円以上/地区  ・２００万円以上/施設 

【50%,15%,35%】 

土地改良施設維持管理適正化事業（土地改良区等） 
・２百万円～１千万円程度/地区  【３0%,３０%,４０%】 

基幹水利施設管理事業 

・Ａ＝１，０００ｈａ以上/施設 
・団体営：【３0%,３０%,４０%】 

国営造成施設管理体制整備促進事業 
（管理体制整備型）（団体営） 

・国営、国営付帯県営施設【50%,25%,25%】 

国営かんがい排水事業 

県営水利施設整備事業（基幹水利施設整備型）、県営農地防災事業等 

農山漁村活性化プロジェクト

支援交付金 

土地改良施設機能診断事業（県単）（土地改良区等） 
・Ａ＝２０ｈａ以上/施設   ・１７０万円以上/地区  【県30%,町30%,その他40% 】 

農村整備課水利施設保全班：Ｈ２６．１０．１ 

国営施設応急対策事業（国） 
・Ａ＝５００ｈａ以上/施設 
 ・２千万円以上/１箇所 

【67%,17%,6%,10%】 


